
東京たま広域資源循環組合への搬入量及び負担金について 
 
１ 搬入量 
  組合への過去５年間の搬入実績については、次の表のとおりである。なお、焼却残渣については、全

量、エコセメントとして資源化されており、不燃処理物については、平成３０年度から埋め立て処理を

行わず、民間委託により資源化処理を行っている。 
 

年度 焼 却 残 渣 不 燃 処 理 物 合 計 

26 1,928 ｔ 1,623 ㎥ 30 ｔ 35 ㎥ 1,958 t  1,658 ㎥ 

27 1,862   1,566   17   20   1,879   1,586   

28 1,824   1,469   12   13   1,836   1,482   

29 1,818   1,551   12    13   1,830   1,563   

30 1,827   1,499   0    0   1,827   1,499   

 
２ 負担金 
  組合の過去５年間の負担金については、次の表のとおりである。なお、組合の経費については、組織

団体２５市１町で負担しており、均等割、人口割、搬入実績割により算定をしている。 
  負担金の今後の見通しについては、現在締結しているエコセメント化施設運営委託が令和７年度末

をもって終了することとなっているため、事業を継続する場合には大規模修繕等の経費の増が見込ま

れる。 
                                 単位：千円                            

年度 武蔵村山市 内、超過金 全 体 

27 209,032 9,100 9,330,000 

28 208,132 8,220 9,330,000 

29 208,069 7,207 9,330,000 

30 204,388 6,507 9,330,000 

R1 204,951 7,256 9,330,000 

 
３ 超過金と貢献金 
  組合及び組織団体２５市１町において策定している「廃棄物減容（量）化基本計画」で定められてい

る搬入配分量を搬入実績量が超過した場合、超過金が負担金に上乗せされる。 
  また、搬入実績量が搬入配分量を下回った場合、超過金総額を貢献量に応じて貢献金が配分される。 
 
  【算定式】 
   ・焼却残渣： 超過金＝超過量（搬入実績量―搬入配分量）×15,000 円/ｔ 
   ・不燃残渣： 超過金＝超過量（搬入実績量―搬入配分量）×20,000 円/ｔ 
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搬入配分量超過団体：13団体搬入配分量貢献団体：13団体
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